
 原則２日（探知日から）

入間市教育委員会 令和２年７月 

新型コロナウイルス感染症 発生時 休業等目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇感染者 

出席停止  

出勤停止（職専免）  

児童生徒又は教職員がPCR検査等の対象となった場合 

〇学校が把握している場合 市教委へ連絡 

 

 校長 

１ 状況確認・対応判断 

２ 市教委へ報告 

①感染者の症状 

②児童生徒出席状況・健康状態 

③地域における感染拡大の状況 

○学童 

○保育所園・幼稚園・こども園 

 ３ 学校医、学校薬剤師へ連絡 

 ４ PTA会長へ連絡 

担任等 

 ①学級等健康観察 

 ②発熱等体調不良 

児童生徒への対応 

 ③教室等の消毒 

 

養護教諭 

 ①児童生徒・職員の健康

状態把握 

 ②体調不良者への対応 

  （第２保健室稼働） 

 教頭 

１ 情報収集 

２ 対応指示 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の 

心のケア 

○狭山保健所による調査・濃厚接触者の確認 

〇濃厚接触者明らかに０名 

〇濃厚接触者０名 

〇濃厚接触者 

  出席停止 

  出勤停止（交通遮断休暇）  

濃
厚
接
触
者 

と 

感
染
経
路
確
認 

〇感染経路判明 〇感染経路不明 

 

 

 
臨時休業等解除 

休
業
等
目
安 

と 
解
除 

PCR 

検査等 

陽性判定 

〇濃厚接触者確認中 

検
査
実
施
連
絡 

学
校
の
対
応 

休業・閉鎖の期間・範囲等は目安であり 保健所の調査と助言を受けて決定する 

 ＰＣＲ等検査２回陰性を確認するまでに、２週間程度要する 

〇濃厚接触者１名～ 

学校全部臨時休業 

臨時休業なし 

原則 

２週間 

学級等閉鎖 

学校再開 
原則 

２週間 

学校の全部 又は 

一部の臨時休業 

原則２週間 

原則２週間 


